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米国連邦最高裁判所が故意の扱いと懲罰的損害賠償の基準 

について判断を示す 

 

 

                            ２０１６年１１月０７日 

 

                           

１．はじめに 

 特許権が故意に侵害された場合、原告は懲罰的損害賠償（"enhanced damages"）を請求することが可

能です。Seagate 判決（Seagate Tech., LLC, 497 F.3d 1360, 1368 (Fed. Cir. 2007) (en banc)）に

おいて、被告側が特許権侵害を回避するために「相当な注意（"due care"）」を払わなかったことを原告が

立証するという基準要件は廃止され、被告側に「客観的な無謀さ（"objective recklessness"）」が存在し

たこと等を「明瞭且つ説得力のある証拠」に基づいて特許権者が立証しなければならないとする新たな基

準要件が設けられことになりました。 

 

このように、故意侵害の立証のための新たな基準要件は、特許権者が被告の故意侵害を立証することを

より一層困難なものにしました。このような状況下で、2015年 10月 19日、米国の連邦最高裁判所は、

2件の事件（Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., No. 14-1520および Halo Electronics, Inc. v. Pulse 

Electronics, Inc., No. 14-1513）の懲罰的損害賠償の基準（35 U.S.C. § 284）について 1件に統合し

て裁量上訴を認める旨の決定を行いました。このことについて、以下に、説明します。 
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